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【所在地】

【相談日時】
月～金曜日　午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

【相談業務内容】
⑴　賃金、解雇及び労働時間等労働基準法に関する相談
⑵　労働安全・衛生に関する相談
⑶　労働保険への加入手続きに関する相談
⑷　労災保険給付（業務上災害・通勤災害）に関する相談

【相談料】
無　料

【相談方法】
本人が電話又は直接来署してください。
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